
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

興野周辺地区 平成 30年 1月 

「本ニュースで使用している地図は東京都縮尺 1/2,500地形図（平成 27年度版）を使用した物です。（30都市基交著第 51号）」 

まちづくりニュース 

第３号 

発行/興野周辺地区まちづくり協議会 

編集/同協議会事務局 

平成 31年 3 月 

興野周辺地区は、公社興野町住宅の建替え

を契機に、道路や公園の基盤整備、都市農地

の保全といった課題解決のため、平成２９年

から地域のみなさまと、まちづくりの検討を

してきました。 

まちづくり協議会や、まち歩き・説明会に

参加された方からご意見などをいただき、こ

の度、「地区計画」を決定しましたのでお知

らせいたします。 

 

 

これまでの経緯と今後のスケジュール 
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地地区区計計画画をを決決定定ししままししたた！！  

 

平成３０年１１月９日（金） 

地区計画の原案について、西新井小学校で

説明会を開催し、９２名の方にご出席いた

だきました。 

 

説明会等での主な意見・質問と回答 

平成 29年 
12月 13日 

平成 30年 
3月 10日 

平成 30年 
5月１６日 

平成 30年 
９月 10日 
  １１日 

平成 30年 
７月 30日 

平成 30年 
９月２1日 

  

  

  

 

平成 30年 
１０月２２日 

平成 30年 
１１月９日 

●地区の課題の整理 

●目標・方針の検討 

 

●地区まちづくり計画

の検討 

 

●まち歩き 

●意見交換会 

 

第
１
回
協
議
会 

第
３
回
協
議
会 

第
４
回
協
議
会 

地
区
ま
ち
づ
く
り

計
画
地
元
説
明
会 

地
区
ま
ち
づ
く
り

計
画
策
定 

第
５
回
協
議
会 

第
２
回
協
議
会 

地
区
計
画
（
原
案
） 

説
明
会 

●地区計画の

検討 

 

地区計画で定めるもの 

◆地区の目標・整備の方針 

地区の目標 

幅広い世代が安心して 

共に暮らすことできる 

緑豊かなまち       

  

 目標を実現するため以下の３つを推進します。 

◆防災性の向上による安全・安心なまちづくり 

◆緑地の保全と公園整備による緑豊かなまちづくり 

◆多世代が安心して暮らせる地域コミュニティづくり 

【ご意見・お問合せ先】 
足立区 都市建設部 市街地整備室 まちづくり課 （担当）神山・久保田 

電 話：3880-5437（直通）    E-mail：machi@city.adachi.tokyo.jp 

ＦＡＸ：3880-5605 

平成 31年３月以降の予定 
平成 3１年 
3月１日 

地
区
計
画
変
更 

（
興
野
周
辺
地
区 

全
体
） 

202１年度 

●年３～４回協議会を開催 

●まちづくりアンケートの実施 

●地区計画変更の検討             等々 

地
区
計
画
決
定 

今
コ
コ 

！ 

意見・質問 回答 

地区計画と地区整備

計画の違いとは？ 

地区計画は、まちづくりの目標や方針を定めています。 

地区整備計画は、建物の高さや壁面の位置など、より具

体的な建築の制限を定めます。 

公社興野町住宅以外

はどのようになるの

か？ 

今後、地区内の公社興野町住宅以外のエリアについても、

みなさまからご意見をいただきながら、より具体的な建築

のルールについて検討して行き、まちづくりを進めたいと

思います。 
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地区整備計画で定めるもの 
公社興野町住宅内の道路・公園・建物など、建築の制限をまとめた「地区整備計画」を作成します。 

 
（P1地図の青枠  で示す範囲） 

◆地区施設の配置及び規模 

良好な住環境をつくり、地

域の快適性、安全性を高め

るために、公園等の地区施

設（※）を整備します。 

 
※地区施設とは、道路や公園等の 

公共施設を指します。 

地区の特徴を踏まえ、周

辺への日影や圧迫感に配

慮した建物の高さに制限

します。 

周辺環境に配慮するため、道

路境界等から壁面の位置（外

壁又はこれらに代わる柱の

面）までの距離を制限します。 
 

※ただし以下に該当するものは 

除きます。 

・歩行者の安全上設置する庇
ひさし

等 

・軒の高さが３ｍ以下の建築物 

◆建築物の高さの最高限度 

◆建築物の壁面の位置の制限 

◆その他の建築物の制限 

ぺい 

ぺい 

道
路
境
界
等 

壁面の位置の制限以上

の距離とする。 

この区域には建築物

は建てられない 

N 

名称 面積 

公園 1 号 約２,５００㎡ 

広場 1 号 約７１０㎡ 

広場 2 号 約５００㎡ 

広場 3 号 約２５０㎡ 

交流広場 1号 約１,７２０㎡ 

 

高さの  

最高限度 

     ・・・住宅地区 A 
・・・住宅地区 B 
・・・公共公益施設地区 

・・・13m以下 
・・・16m以下 
・・・31m以下 

指定した高さ

以上の建物は

建てられなく

なります。 


